
加古川市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱手続きフロー

関係（地域）住民 事業者（申請予定者） 加古川市

計画立案

処理施設の設置･変更

計画、環境配慮計画、住

民周知計画の作成

住民周知計画書の提出

相 談

関係住民に周知

事業計画等縦覧の開始

住民説明会の実施

事業計画等縦覧の終了

回 答

事前協議

事前協議書の提出

※住民意見書・協議記録・

協議回答等を添付のこと

本申請

汚染処理業許可・変更

申請書の提出

※事前協議了承書添付の

こと

意見書の提出

事業者からの回答に対

する意見等含む

1 箇月間

2 週間

意見聴取

協 議

了承
※協議先

建築

都計

治水
受理・審査

受理・本審査

許可証の発行

受 理

農水など

書の発行


